
【江戸川区】位置指定道路、現況幅員(L-L)4ｍ未満の復元方法について

復元方法のフロー

※隅切り含む

※隅切り含む

拡幅整備申請による区施工の要件(詳細は細街路係相談)
・後退幅平均10ｃｍ以上
・間口2箇所に中心鋲の設置、申請書に写真添付
・私道掘削部分の所有権者の実印、印鑑証明
・その他必要書類

指定道路沿線でL型移設済が一箇所もなし 縁切り施工を指導

現況後退幅（L-道路境界） 平均10ｃｍ以上 L型移設必須 条件にあえば拡幅整備申請（区施工）により移設

条件不一致の場合、自主整備

平均10ｃｍ未満
指定道路沿線で自主整備によるL型移設済が
一箇所以上ある場合は要相談

縁切り施工or移設済箇所と同様にL型移設を指導
（10ｃｍ未満の為、自主整備）


